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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　探査波を送信し、物標（Ｏｂ）により反射された反射波を受信する探査装置（３１）か
らその反射波に基づく検知情報を取得する取得部（２１）と、
　前記検知情報に基づいて、前記物標の位置（Ｐｒ）を検出する物標情報検出部（２２）
と、
　前記物標情報検出部により検出された前記物標の位置の変化に基づき、前記物標の進路
を推定する物標進路推定部（２３）と、
　自車両（ＣＳ）の進路を推定する自車進路推定部（２４）と、
　前記物標進路推定部により推定された前記物標の進路と、前記自車進路推定部により推
定された前記自車両の進路に基づき、前記自車両と前記物標とが衝突するか否かを判定す
る衝突判定部（２５）と、
　前記衝突判定部により前記自車両と前記物標とが衝突すると判定された場合、前記自車
両の車両制御を実行する車両制御部（２６）と、
　前記車両制御の不作動領域（Ｆ１）を設定する領域設定部（２７）と、を備え、
　前記領域設定部は、前記自車両の進行方向に直交する横方向において、前記物標が初め
て検出された位置を基準として所定範囲を前記不作動領域として設定する車両制御装置（
２０）。
【請求項２】
　探査波を送信し、物標（Ｏｂ）により反射された反射波を受信する探査装置（３１）か
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らその反射波に基づく検知情報を取得する取得部（２１）と、
　前記検知情報に基づいて、前記物標の位置（Ｐｒ）を検出する物標情報検出部（２２）
と、
　前記物標情報検出部により検出された前記物標の位置の変化に基づき、前記物標の進路
を推定する物標進路推定部（２３）と、
　自車両（ＣＳ）の進路を推定する自車進路推定部（２４）と、
　前記物標進路推定部により推定された前記物標の進路と、前記自車進路推定部により推
定された前記自車両の進路に基づき、前記自車両と前記物標とが衝突するか否かを判定す
る衝突判定部（２５）と、
　前記衝突判定部により前記自車両と前記物標とが衝突すると判定された場合、前記自車
両の車両制御を実行する車両制御部（２６）と、
　前記車両制御の不作動領域（Ｆ１）を設定する領域設定部（２７）と、を備え、
　前記領域設定部は、物標の進路が推定された場合、前記自車両の進行方向に直交する横
方向において、当該推定時における物標位置の履歴情報に含まれる物標の位置のいずれか
又は平均値を基準として所定範囲を前記不作動領域として設定する車両制御装置（２０）
。
【請求項３】
　前記取得部は、前記探査装置から自車両の後方における前記物標の検知情報を取得し、
前記物標情報検出部は、自車両の後方において、少なくとも前記自車両が走行する自車線
及び前記自車線に隣接する隣接車線に存在する物標の位置を検出するものであり、
　前記物標進路推定部は、自車両の後方から近づいてくる物標の進路を推定し、
　前記自車進路推定部は、自車両が後退する場合に、自車両の進路を推定する請求項１又
は２に記載の車両制御装置。
【請求項４】
　前記所定範囲は、前記横方向において、前記物標を中心として少なくとも車線の幅より
も広い範囲である請求項３に記載の車両制御装置。
【請求項５】
　前記横方向において、前記物標の位置と前記自車両の位置とが相違する場合、前記不作
動領域は、前記横方向において、前記物標に対して少なくとも自車両の側に設定される請
求項１～４のうちいずれか１項に記載の車両制御装置。
【請求項６】
　前記領域設定部は、前記物標が走行車両であると判定した場合、前記不作動領域を設定
する請求項１～５のうちいずれか１項に記載の車両制御装置。
【請求項７】
　探査波を送信し、物標により反射された反射波を受信する探査装置からその反射波に基
づく検知情報を取得するステップ（Ｓ１０１）と、
　前記検知情報に基づいて、前記物標の位置を検出するステップ（Ｓ１０３）と、
　検出された前記物標の位置の変化に基づき、前記物標の進路を推定するステップ（Ｓ１
０７）と、
　自車両の進路を推定するステップ（Ｓ１０８）と、
　推定された前記物標の進路と、推定された前記自車両の進路に基づき、前記自車両と前
記物標とが衝突するか否かを判定するステップ（Ｓ１０９）と、
　前記自車両と前記物標とが衝突すると判定された場合、前記自車両の車両制御を実行す
るステップ（Ｓ１１２）と、
　前記車両制御の不作動領域を設定するステップ（Ｓ１０５）と、を含み、
　前記自車両の進行方向に直交する横方向において、前記物標が初めて検出された位置を
基準として所定範囲が、不作動領域として設定される車両制御方法。
【請求項８】
　探査波を送信し、物標により反射された反射波を受信する探査装置からその反射波に基
づく検知情報を取得するステップ（Ｓ１０１）と、
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　前記検知情報に基づいて、前記物標の位置を検出するステップ（Ｓ１０３）と、
　検出された前記物標の位置の変化に基づき、前記物標の進路を推定するステップ（Ｓ１
０７）と、
　自車両の進路を推定するステップ（Ｓ１０８）と、
　推定された前記物標の進路と、推定された前記自車両の進路に基づき、前記自車両と前
記物標とが衝突するか否かを判定するステップ（Ｓ１０９）と、
　前記自車両と前記物標とが衝突すると判定された場合、前記自車両の車両制御を実行す
るステップ（Ｓ１１２）と、
　前記車両制御の不作動領域を設定するステップ（Ｓ１０５）と、を含み、
　物標の進路が推定された場合、前記自車両の進行方向に直交する横方向において、当該
推定時における物標位置の履歴情報に含まれる物標の位置のいずれか又は平均値を基準と
して所定範囲が前記不作動領域として設定される車両制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物標の検知情報に基づく車両制御を実行する車両制御装置、及び車両制御方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自車両と物標との衝突判定を行い、車両の走行安全を図る衝突判定装置が存在す
る（例えば、特許文献１）。特許文献１において、システムＥＣＵは、車速センサなどか
ら自車両の挙動を取得し、自車両の進路を予測する。その一方、レーダＥＣＵは、ミリ波
レーダ装置により他車両（物標）の位置を検出し、位置の変化に基づき、他車両の進路を
予測する。そして、システムＥＣＵは、予測した自車両の進路と、予測された他車両の進
路に基づき、衝突判定を行い、衝突すると判定された場合、車両に制動を加えるなどの車
両制御を実行させる。これにより、車両の走行安全を図ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３１７０１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ミリ波レーダ装置は、他車両からの反射波に基づき、他車両の位置情報を検
出するものである。このため、ミリ波レーダ装置からの検知情報に基づき他車両の進路を
推定する場合、不要な反射波（不要波）の影響により、進路を誤って推測してしまう可能
性がある。このような場合としては、具体的には、自車両が縦列駐車を行うために後退す
る際、自車両の真後ろに停止車両が存在するとともに、当該停止車両の斜め後方から停止
車両の側方を通過する走行車両が存在する場合が考えられる。自車両後方から走行してく
る走行車両が、隣接車線を直進して自車両の横を通過する場合であっても、当該走行車両
が停止車両に接近して横に並んだ場合、停止車両から反射波（不要波）の影響を受け、当
該不要波が、走行車両からの反射波であると誤検知される可能性がある。
【０００５】
　このように誤検知された場合、当該走行車両の進路が誤ったものとなる。具体的には、
走行車両が、旋回して自車両の真後ろ（より詳しくは、停止車両の位置）を通過し、さら
に自車両の後方に近づくような進路が推定される。なお、自車両の後方に近づくような進
路が推定されるのは、走行車両が直進している影響を受けるからである。このように誤っ
た進路に基づき、衝突判定が行われた場合、衝突しないにもかかわらず、走行車両と衝突
すると判定される。このため、不要な制動や警告が実行されるなど、不要な車両制御が行
われる可能性がある。
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【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、不要な車両制御を抑制する車両制御
装置及び車両制御方法を提供することを主たる目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するために、以下のようにした。
【０００８】
　本発明の車両制御装置は、探査波を送信し、物標により反射された反射波を受信する探
査装置からその反射波に基づく検知情報を取得する取得部と、前記検知情報に基づいて、
前記物標の位置を検出する物標情報検出部と、前記物標情報検出部により検出された前記
物標の位置の変化に基づき、前記物標の進路を推定する物標進路推定部と、自車両の進路
を推定する自車進路推定部と、前記物標進路推定部により推定された前記物標の進路と、
前記自車進路推定部により推定された前記自車両の進路に基づき、前記自車両と前記物標
とが衝突するか否かを判定する衝突判定部と、前記衝突判定部により前記自車両と前記物
標とが衝突すると判定された場合、前記自車両の車両制御を実行する車両制御部と、前記
車両制御の不作動領域を設定する領域設定部と、を備え、前記領域設定部は、前記自車両
の進行方向に直交する横方向において、前記物標が検出された位置を基準として所定範囲
を前記不作動領域として設定する。
【０００９】
　自車両の進行方向に直交する横方向における所定範囲内に、物標と、物標以外のもので
あって探査波を反射するものとが横方向に並んだ場合、物標以外のものからの不要な反射
波に基づき物標の位置を誤って検出する可能性がある。そこで、自車両の進行方向に直交
する横方向において、物標を基準とした所定範囲で不作動領域を設定するようにした。こ
れにより、不作動領域内において、例えば物標の横に停止車両などが存在し、当該停止車
両などからの不要な反射波により物標の位置が誤検出されたとしても、誤検出された物標
の位置（すなわち、不要波を発生させた停止車両などの位置）が不作動領域内に存在する
限り、車両制御が実行されない。したがって、物標が例えば直進する場合に、物標以外の
ものからの反射波の影響を受けて、進路が誤って推定された場合であっても、不要な車両
制御を抑制することができる。
【００１０】
　一方、反射波に基づき、不作動領域以外の領域において、物標の位置が検出された場合
であって衝突すると判定された場合には、車両制御が実行される。すなわち、物標が実際
に旋回した場合等においては、不作動領域以外の領域において物標が検出されるため、こ
の場合においては、適切に車両制御を実行させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ＰＣＳＳの構成図。
【図２】物標の進路を示す図。
【図３】レーダセンサの検知範囲を示す図。
【図４】（ａ）及び（ｂ）は、誤検知が生じる場合の状況を示す図。
【図５】不作動領域を示す図。
【図６】衝突判定処理を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互
において、互いに同一もしくは均等である部分には、図中、同一符号を付してある。
【００１３】
　図１は、車両制御装置、及び車両制御方法を適用したプリクラッシュセーフティシステ
ム（以下、ＰＣＳＳ：Pre-crash safety systemと記載する。）１００を示している。Ｐ
ＣＳＳ１００は、車両に搭載される車両システムの一例であり、車両周囲に位置する物体
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を検出し、検出した物体と車両とが衝突するおそれがある場合、物体に対する自車両の衝
突の回避動作、又は衝突の緩和動作（ＰＣＳ）を実施させる。以下では、このＰＣＳＳ１
００が搭載された車両を自車両ＣＳと記載し、検出対象となる物体を物標Ｏｂと記載する
。
【００１４】
　図１に示すＰＣＳＳ１００は、各種センサと、運転支援ＥＣＵ２０と、ブレーキ装置４
０と、警報装置５０と、シートベルト装置６０と、変速装置７０と、を備えている。図１
に示す実施形態において、運転支援ＥＣＵ２０が車両制御装置として機能する。
【００１５】
　各種センサは、運転支援ＥＣＵ２０に接続されており、物標Ｏｂの検知情報や自車両Ｃ
Ｓに関する車両情報を運転支援ＥＣＵ２０に出力する。図１では、各種センサには、探査
装置としてのレーダセンサ３１と、車速センサ３２と、操舵角センサ３３と、が含まれる
。
【００１６】
　レーダセンサ３１は、例えば、ミリ波帯の高周波信号を送信波とする公知のミリ波レー
ダ装置であり、自車両ＣＳの後端部に設けられ、所定の検知角に入る領域を検知範囲とし
、検知範囲内の物標Ｏｂの位置Ｐｒを検出する。具体的には、所定周期で探査波を送信し
、複数のアンテナにより反射波を受信する。この探査波の送信時刻と反射波の受信時刻と
により、物標Ｏｂとの距離を算出する。また、物標Ｏｂに反射された反射波の、ドップラ
ー効果により変化した周波数により、相対速度を算出する。加えて、複数のアンテナが受
信した反射波の位相差により、物標Ｏｂの方位を算出する。なお、物標Ｏｂとの距離及び
方位が算出できれば、その物標Ｏｂの、自車両ＣＳに対する相対位置を特定することがで
きる。
【００１７】
　レーダセンサ３１は、所定周期毎に、探査波の送信、反射波の受信、距離の算出、方位
の算出、及び相対速度の算出を行う。そして、レーダセンサ３１は、算出した物標Ｏｂと
の距離、物標Ｏｂの方位及び相対速度をレーダ検知情報として運転支援ＥＣＵ２０を出力
する。なお、レーダセンサ３１は、物標Ｏｂの相対位置を算出してレーダ検知情報として
出力してもよい。
【００１８】
　車速センサ３２は、自車両ＣＳの現在の車速を検知する。検知された車速は、運転支援
ＥＣＵ２０に入力される。操舵角センサ３３は、ステアリングホイール（又はタイヤ）の
操舵角を検知する。検知された操舵角は、運転支援ＥＣＵ２０に入力される。
【００１９】
　ブレーキ装置４０は、自車両ＣＳの制動力を変化させるブレーキ機構と、このブレーキ
機構の動作を制御するブレーキＥＣＵとを備えている。ブレーキＥＣＵは、運転支援ＥＣ
Ｕ２０と通信可能に接続されており、運転支援ＥＣＵ２０の制御により、ブレーキ機構を
制御する。ブレーキ機構は、例えば、マスターシリンダと、車輪（タイヤ）に制動力を与
えるホイルシリンダと、マスターシリンダからホイルシリンダへの圧力（油圧）の分配を
調整するＡＢＳアクチュエータとを備えている。ＡＢＳアクチュエータは、ブレーキＥＣ
Ｕに接続されており、このブレーキＥＣＵからの制御によりマスターシリンダからホイル
シリンダへの油圧を調整することで、車輪（タイヤ）に対する作動量を調整する。
【００２０】
　警報装置５０は、運転支援ＥＣＵ２０の制御により、ドライバに対して自車後方に接近
する物標Ｏｂが存在することを警報する。警報装置５０は、例えば、車室内に設けられた
スピーカや、画像を表示する表示部により構成されている。
【００２１】
　シートベルト装置６０は、自車の各座席に設けられたシートベルトや、このシートベル
トを引き込むプリテンショナにより構成されている。シートベルト装置６０は、ＰＣＳの
動作として、自車両ＣＳが物標Ｏｂに衝突する可能性が高まった場合に、シートベルトの
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引き込みの予備動作を行う。また衝突を回避できない場合には、シートベルトを引き込ん
で弛みを除くことにより、ドライバ等の乗員を座席に固定し、乗員の保護を行う。
【００２２】
　変速装置７０は、図示しないシフトレバー等がドライバにより操作されることにより、
自車両ＣＳのシフトポジションを設定する。シフトポジションには、例えば、自車両ＣＳ
が後退する状態であることを示す位置であるＲポジション（リバース）、自車両ＣＳが前
進する状態であることを示す位置であるＤポジション（ドライブ）が少なくともある。ま
た、シフトポジションには、他に、Ｎポジション（ニュートラル）、Ｐポジション（パー
キング）などもある。シフトポジションを示す情報は、運転支援ＥＣＵ２０に入力される
。
【００２３】
　運転支援ＥＣＵ２０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭを備える周知のマイクロコンピュータ
として構成されており、ＲＯＭ内の演算プログラムや制御データを参照して、自車両ＣＳ
に対する車両制御を実施する。本実施形態において、運転支援ＥＣＵ２０は、自車両ＣＳ
が後退している状態の場合、すなわち、シフトポジションがＲポジションである場合に、
ＰＣＳを実施させる。具体的には、運転支援ＥＣＵ２０は、シフトポジションがＲポジシ
ョンである場合、レーダセンサ３１からのレーダ検知情報を取得し、取得したレーダ検知
情報に基づいて物標Ｏｂの位置Ｐｒを検出する。そして、運転支援ＥＣＵ２０は、その検
出結果に基づいて、各装置４０，５０，６０の少なくともいずれかを制御対象としてＰＣ
Ｓを実施させる。運転支援ＥＣＵ２０は、ＰＣＳを実施させるに際し、ＲＯＭに記憶され
たプログラムを実行することで、取得部２１、物標情報検出部２２、物標進路推定部２３
、自車進路推定部２４、衝突判定部２５、車両制御部２６、領域設定部２７として機能す
る。各機能について、以下に説明する。
【００２４】
　取得部２１は、レーダセンサ３１から入力されたレーダ検知情報を取得する。また、取
得部２１は、車速センサ３２から自車両ＣＳの車速を示す情報を取得し、操舵角センサ３
３から操舵角を示す情報を取得する。また、取得部２１は、変速装置７０からシフトポジ
ションを示す情報を取得する。
【００２５】
　物標情報検出部２２は、レーダ検知情報に基づき、物標Ｏｂの位置Ｐｒを検出する。具
体的には、物標情報検出部２２は、レーダ検知情報に含まれる物標Ｏｂとの距離及び方位
に基づき、自車両ＣＳを原点とする座標上の位置Ｐｒを検出する。この座標では、自車両
ＣＳの車幅方向に沿ってＸ軸が設定され、自車両ＣＳの進行方向に沿ってＹ軸方向が設定
される。原点は、より詳しくは、自車両ＣＳの後輪における中点が原点として設定される
。これにより、自車両ＣＳに対する物標Ｏｂの相対位置が検出される。なお、進行方向（
Ｙ軸方向）と直交する横方向が、車幅方向（Ｘ軸方向）となる。また、レーダ検知情報に
物標Ｏｂの相対位置が含まれている場合、それを取得して検出結果としてもよい。この位
置Ｐｒは、履歴情報に記録される。
【００２６】
　物標進路推定部２３は、履歴情報として記憶されている位置Ｐｒの変化に基づいて、物
標Ｏｂの進路を推定する。例えば、物標Ｏｂの進路として、物標Ｏｂの移動方向ベクトル
を算出する。図２では、物標Ｏｂとして検出された車両の時刻ｔ１からｔ４での各時刻で
の物標Ｏｂの位置Ｐｒと、この位置Ｐｒにより算出される物標Ｏｂの進路を示している。
時刻ｔ４が履歴情報に記録された最新の物標Ｏｂの位置Ｐｒとなる。例えば、物標進路推
定部２３は、各位置Ｐｒに最も近い位置を通る直線を最小二乗法といった周知の線形補間
演算を用いて物標Ｏｂの進路を推定する。
【００２７】
　自車進路推定部２４は、車速及び操舵角に基づき、自車両ＣＳの進路を推定する。例え
ば、車速及び操舵角に基づき、旋回方向と、旋回半径と、旋回中心等を算出して、自車両
ＣＳの進路を推定する。操舵角が０度の場合には、自車両ＣＳの進路は直線により推定さ
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れ、操舵角が０度以外の場合には、自車両ＣＳの進路は曲線により推定される。なお、操
舵角に基づき、旋回方向を特定し、旋回方向に沿った直線により、自車両ＣＳの進路を推
定してもよい。また、車速が０ｋｍ／ｈである場合には、自車両は停止していることとな
り、自車両ＣＳの進路は、現地点に固定される。
【００２８】
　衝突判定部２５は、推定された物標Ｏｂの進路と自車両ＣＳの進路とに基づいて、自車
両ＣＳと物標Ｏｂとが衝突するか否か（衝突可能性があるか否か）を判定する。例えば、
衝突判定部２５は、物標Ｏｂの進路と自車両ＣＳの進路とが交わる場合、自車両ＣＳと物
標Ｏｂとが衝突する可能性があると判定する。
【００２９】
　なお、衝突判定を行う際、衝突判定部２５は、自車両ＣＳの車幅を考慮して衝突するか
否かを判定してもよい。例えば、衝突判定部２５は、推定した自車両ＣＳの進路と自車両
ＣＳの車幅に基づき、自車両ＣＳにおける左側後端部（例えば、左側後輪や左側テールラ
ンプ）が通過する進路と、右側後端部（例えば、右側後輪や右側テールランプ）が通過す
る進路とを推定する。そして、衝突判定部２５は、推定した進路のいずれか一方と、物標
Ｏｂの進路が交差するか否かに基づき、判定してもよい。同様に、物標Ｏｂの幅を考慮し
て衝突判定を行ってもよい。
【００３０】
　車両制御部２６は、衝突する可能性があると判定した物標Ｏｂに対して、自車両ＣＳと
衝突するまでの衝突余裕時間（ＴＴＣ）を算出する。衝突余裕時間は、物標Ｏｂとの距離
（車間距離）を物標Ｏｂとの相対速度で除算することにより算出される。なお、相対速度
は、レーダ検知情報に含まれている相対速度を利用すればよい。車両制御部２６は、ＴＴ
Ｃに応じて、警報装置５０、ブレーキ装置４０、及びシートベルト装置６０を制御するこ
とで、ＰＣＳを実施させる。
【００３１】
　ところで、車両前方に取り付けられるレーダセンサと比較して、車両後方に取り付けら
れるレーダセンサ３１の検知角は、広く設定されている。例えば、レーダセンサ３１は、
自車両ＣＳの後方からＹ軸方向に所定距離（例えば、１０ｍ～２０ｍ）の範囲内において
、自車線のみならず、自車線の隣接車線まで検知範囲とするような検知角を有している。
【００３２】
　具体的には、図３に示すように、レーダセンサ３１は、５０度～１４０度程度の検知角
αを有し、また、自車両ＣＳから５０ｍ程度離れた距離までの範囲を検知範囲としている
。一方、車両前方に取り付けられるレーダセンサの場合、２０度～３０度程度の検知角β
を有する一方、自車両ＣＳから１００ｍ程度離れた距離までの範囲を検知範囲としている
ことが多い。
【００３３】
　運転支援ＥＣＵ２０は、このような検知範囲を有するレーダセンサ３１からのレーダ検
知情報を取得して、物標Ｏｂの位置Ｐｒを検出するため、ドライバにとって死角が多い自
車両ＣＳの後方において、効果的に物標Ｏｂを検知し、衝突判定を行うことができる。
【００３４】
　特に、後退時において、自車両ＣＳの斜め後方から、例えば、自車両の横を走行するよ
うな車両の位置は、認識しにくい。また、駐車場などにおいて自車両ＣＳを駐車する際に
後退させることが多いが、駐車場においては車両の速度が低速であるために車両の操舵角
が大きくなりやすく、車両の動きが不規則になりやすい。この結果、駐車場などでは、ド
ライバの死角から他車両が旋回してくることが道路などと比較して多く、他車両の動きを
把握しにくい。このため、車両後方のレーダセンサ３１の検知角を広くして、自車両ＣＳ
の後退時においてＰＣＳを実施させることは、ドライバにとって特に有用となる。
【００３５】
　しかしながら、検知角を広くすることにより、不要な反射波の影響を受けて、物標Ｏｂ
の誤検出が生じる可能性が高くなる。誤検出が生じする状況としては、例えば、図４に示
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すような状況が考えられる。図４では、路側帯において自車両ＣＳが縦列駐車を行うため
に真後ろへ後退する際（図４では矢印Ｙ０で示す）、自車両ＣＳの真後ろに停止車両ＴＳ
が存在するとともに、当該停止車両ＴＳの斜め後方から停止車両ＴＳの側方（横）を通過
する物標Ｏｂ（走行車両）が存在する状況を示している。
【００３６】
　また、図４では、自車両ＣＳの後方から走行してくる物標Ｏｂ（走行車両）が、路側帯
に隣接する車線を直進して、自車両ＣＳの横を通過する（図４において矢印Ｙ１で示す）
。この場合であっても、図４（ｂ）に示すように、当該物標Ｏｂが停止車両ＴＳに接近し
て横に並んだ場合、停止車両ＴＳから反射波（不要波）の影響を受け、当該不要波が、物
標Ｏｂからの反射波であると誤検知される可能性がある。
【００３７】
　このように誤検知された場合、物標Ｏｂの位置Ｐｒが誤った位置Ｐｒ（ｔ４）で検出さ
れることとなり、その結果、当該物標Ｏｂの進路が誤ったものとなる。なぜならば、運転
支援ＥＣＵ２０は、物標Ｏｂの位置Ｐｒの変化（履歴情報）に基づき、物標Ｏｂの進路を
推定するため、誤検知された位置Ｐｒ（ｔ４）の影響を受けると、誤った進路Ｙ２（図４
（ｂ）において矢印で示す）を推定するためである。
【００３８】
　具体的には、進路Ｙ２として、物標Ｏｂが、自車両ＣＳの真後ろ（より詳しくは、停止
車両ＴＳの位置）を通過し、さらに自車両ＣＳの後方に近づくような進路が推定される。
なお、自車両ＣＳの真後ろに近づくような進路Ｙ２が推定されるのは、物標Ｏｂが直進し
ていたときに検出された過去の位置Ｐｒ（ｔ１）～位置Ｐｒ（ｔ３）の影響を受けるから
である。仮に、このように誤った進路に基づき、衝突判定が行われた場合、衝突しないに
もかかわらず、走行車両と衝突すると判定され、不要なＰＣＳが実施される可能性がある
。
【００３９】
　なお、車両が前進している場合、このような不要なＰＣＳは生じにくい。なぜならば、
前方においてはレーダセンサの検知角が狭いため、自車両ＣＳの近辺で他車両の旋回が行
われても検知されにくいからである。また、はるか遠方において他車両が旋回する場合に
は、検知範囲に入り、誤検知する可能性があるが、衝突余裕時間が長いために、ＰＣＳが
実施されないからである。
【００４０】
　そこで、運転支援ＥＣＵ２０は、ＰＣＳに関わる車両制御を実行させない不作動領域Ｆ
１を設定する領域設定部２７を備えている。以下、詳しく説明する。
【００４１】
　領域設定部２７は、物標Ｏｂの位置Ｐｒを検出した場合、当該物標Ｏｂの位置Ｐｒを基
準として、不作動領域Ｆ１を設定する。具体的には、領域設定部２７は、車幅方向（Ｘ軸
方向）において、物標Ｏｂを中心として車線の幅よりも広い範囲を不作動領域Ｆ１として
設定する。その際、Ｘ軸方向において、自車両ＣＳの位置と、物標Ｏｂの位置が相違する
場合、領域設定部２７は、Ｘ軸方向において、物標Ｏｂに対して少なくとも自車両ＣＳ側
に不作動領域Ｆ１を設定する。より詳しく説明すると、領域設定部２７は、Ｘ軸方向にお
いて、検出した物標Ｏｂの位置Ｐｒを中心として自車両ＣＳ側に、３ｍの範囲で不作動領
域Ｆ１を設定する。また、領域設定部２７は、物標Ｏｂごとにそれぞれ不作動領域Ｆ１を
設定する。
【００４２】
　なお、Ｙ軸方向においては、無制限に設定される。なお、車線の幅は、通常、２．５ｍ
～３．５ｍ程度である。また、不作動領域Ｆ１は、物標Ｏｂの初回検出時のみ設定される
。また、Ｘ軸方向において、自車両ＣＳの位置と、物標Ｏｂの位置が相違しない場合、物
標Ｏｂを中心としてＸ軸方向両側に不作動領域Ｆ１が設定される。
【００４３】
　図５において車両の状況を例示しつつ説明する。図５では、自車両ＣＳの左後方におい
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て、物標Ｏｂ（他車両）が走行している状況を示している。より詳しくは、物標Ｏｂは、
路側帯に隣接する車線の中央を走行している状況を示している。この場合、領域設定部２
７は、物標Ｏｂを検出すると、検出した物標Ｏｂの位置Ｐｒを中心（基準）として、自車
両ＣＳ側（図５では右側）に、３ｍの範囲で不作動領域Ｆ１を設定する。不作動領域Ｆ１
は、Ｙ軸方向において、無制限に設定される。
【００４４】
　なお、不作動領域Ｆ１の範囲は、任意に変更してもよい。例えば、自車両ＣＳの車幅や
物標Ｏｂの幅に応じた範囲を設定してもよい。また、例えば、１ｍ～５ｍのいずれかの範
囲で設定してもよい。また、Ｘ軸方向において、物標Ｏｂの両側に不作動領域Ｆ１を設定
してもよい。また、物標Ｏｂの中心位置を基準としたが、幅方向における物標Ｏｂの端部
（例えば、自車両ＣＳ側の端部）を基準として、不作動領域Ｆ１を設定してもよい。また
、初期検出時における物標Ｏｂの位置が含まれていなくてもよい。例えば、物標Ｏｂから
１ｍ～３ｍ離れた範囲で不作動領域Ｆ１が設定されてもよい。また、Ｙ軸方向の範囲を定
めてもよい。例えば、検出された物標Ｏｂの位置Ｐｒから自車両ＣＳまでの範囲内におい
て設定してもよい。
【００４５】
　そして、不作動領域Ｆ１の設定後、領域設定部２７は、当該物標Ｏｂが当該物標Ｏｂの
不作動領域Ｆ１外において検出されるまで、当該不作動領域Ｆ１を維持する。そして、領
域設定部２７は、当該物標Ｏｂが不作動領域Ｆ１外において検出された場合、当該物標Ｏ
ｂの不作動領域Ｆ１をリセットする。なお、領域設定部２７は、自車両ＣＳが旋回する場
合、不作動領域Ｆ１をリセットしてもよい。具体的には、不作動領域Ｆ１が設定された後
、Ｘ軸方向において、自車両ＣＳが所定距離（例えば３ｍ）移動した場合、リセットして
もよい。また、操舵角が０度以外となった場合に、不作動領域Ｆ１をリセットしてもよい
。すなわち、Ｘ軸方向に自車両ＣＳが移動すると、物標Ｏｂと接近し、衝突する可能性が
生じるからである。また、物標Ｏｂの位置Ｐｒが検知できなくなった場合（検知範囲外と
なった場合）、リセットしてもよい。
【００４６】
　そして、運転支援ＥＣＵ２０は、ＰＣＳを実施させるため、衝突判定処理を所定周期（
例えば、８０ｍｓ）ごとに実行する。以下、図６に基づき、衝突判定処理について説明す
る。
【００４７】
　運転支援ＥＣＵ２０は、レーダセンサ３１から入力されたレーダ検知情報を取得する（
ステップＳ１０１）。また、取得部２１は、車速センサ３２から自車両ＣＳの車速を示す
情報を取得し、操舵角センサ３３から操舵角を示す情報を取得する。また、取得部２１は
、変速装置７０からシフトポジションを示す情報を取得する。
【００４８】
　運転支援ＥＣＵ２０は、Ｒポジションであるか否かを判定する（ステップＳ１０２）。
Ｒポジションでない場合（ステップＳ１０２：Ｎｏ）、運転支援ＥＣＵ２０は、衝突判定
処理を終了する。
【００４９】
　一方、Ｒポジションである場合（ステップＳ１０２：Ｙｅｓ）、運転支援ＥＣＵ２０は
、レーダ検知情報に基づき、物標Ｏｂの位置Ｐｒを検出する（ステップＳ１０３）。また
、運転支援ＥＣＵ２０は、検出した位置Ｐｒは、履歴情報に記録する。
【００５０】
　運転支援ＥＣＵ２０は、検出された物標Ｏｂが初めて検出されたもの（初回検出時）で
あるか否か判定する（ステップＳ１０４）。具体的には、当該物標Ｏｂに対する履歴情報
が存在するか否かに基づき判定する。物標Ｏｂが初めて検出されたものである場合（ステ
ップＳ１０４：Ｙｅｓ）、運転支援ＥＣＵ２０は、当該物標Ｏｂを基準として当該物標Ｏ
ｂの不作動領域Ｆ１を設定する（ステップＳ１０５）。その後、運転支援ＥＣＵ２０は、
衝突判定処理を終了する。
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【００５１】
　一方、物標Ｏｂが初めて検出されたものでない場合（ステップＳ１０４：Ｎｏ）、運転
支援ＥＣＵ２０は、検出した物標Ｏｂの位置Ｐｒが当該物標Ｏｂの不作動領域Ｆ１内であ
るか否かを判定する（ステップＳ１０６）。つまり、運転支援ＥＣＵ２０は、Ｘ軸方向に
おいて、物標Ｏｂの位置Ｐｒが不作動領域Ｆ１内であるか否かを判定する。なお、運転支
援ＥＣＵ２０は、不作動領域Ｆ１が設定されていない場合、不作動領域Ｆ１内でないと判
定する。
【００５２】
　検出した物標Ｏｂの位置Ｐｒが当該物標Ｏｂの不作動領域Ｆ１内であると判定した場合
（ステップＳ１０６：Ｙｅｓ）、運転支援ＥＣＵ２０は、衝突判定処理を終了する。これ
により、衝突判定が行われず、その結果、ＰＣＳも実施されない。
【００５３】
　検出した物標Ｏｂの位置Ｐｒが当該物標Ｏｂの不作動領域Ｆ１内でないと判定した場合
（ステップＳ１０６：Ｎｏ）、運転支援ＥＣＵ２０は、履歴情報として記憶されている位
置Ｐｒの変化に基づいて、物標Ｏｂの進路を推定する（ステップＳ１０７）。また、運転
支援ＥＣＵ２０は、操舵角等に基づき、自車両ＣＳの進路を推定する（ステップＳ１０８
）。
【００５４】
　次に、運転支援ＥＣＵ２０は、推定された物標Ｏｂの進路と自車両ＣＳの進路とに基づ
いて、自車両ＣＳと物標Ｏｂとの衝突可能性を判定する（ステップＳ１０９）。衝突可能
性がないと判定した場合（ステップＳ１０９：Ｎｏ）、運転支援ＥＣＵ２０は、衝突判定
処理を終了する。
【００５５】
　一方、衝突する可能性があると判定した場合（ステップＳ１０９：Ｙｅｓ）、運転支援
ＥＣＵ２０は、衝突余裕時間を算出する（ステップＳ１１０）。そして、運転支援ＥＣＵ
２０は、算出した衝突余裕時間が予め決められた第１時間以下であるか否かを判定する（
ステップＳ１１１）。第１時間は、ＰＣＳの開始タイミングを示すための閾値であり、例
えば、３０秒などの値が設定される。第１時間以下でないと判定された場合（ステップＳ
１１１：Ｎｏ）、運転支援ＥＣＵ２０は、衝突判定処理を終了する。
【００５６】
　第１時間以下であると判定した場合（ステップＳ１１１：Ｙｅｓ）、運転支援ＥＣＵ２
０は、衝突余裕時間に応じて警報装置５０、ブレーキ装置４０、及びシートベルト装置６
０を制御することで、ＰＣＳを実施させる（ステップＳ１１２）。例えば、衝突余裕時間
が、第１時間以下である場合、運転支援ＥＣＵ２０は、警報装置５０を制御して、警報を
出力させる。衝突余裕時間が、第１時間よりも短い第２時間（例えば、１５秒）以下であ
る場合、警報装置５０に加えて、運転支援ＥＣＵ２０は、ブレーキ装置４０を制御して、
自車両ＣＳを制動させる。衝突余裕時間が、第２時間よりも短い第３時間（例えば、５秒
）以下である場合、警報装置５０及びブレーキ装置４０に加えて、運転支援ＥＣＵ２０は
、シートベルト装置６０を制御し、シートベルトの引き込みなどを実施させる。そして、
衝突判定処理を終了する。
【００５７】
　上記構成により、以下の効果を奏する。
【００５８】
　運転支援ＥＣＵ２０は、物標Ｏｂを検出した場合、自車両ＣＳの進行方向に直交するＸ
軸方向において、物標Ｏｂを基準とした所定範囲で不作動領域Ｆ１を設定するようにした
。これにより、不作動領域Ｆ１内において、例えば停止車両など不要な反射波の発生原因
（すなわち、誤検知の発生原因）が存在したとしても、衝突判定は実行されず、不要なＰ
ＣＳが実施されない。このため、例えば、他車両が隣接車線を直進する場合に自車両及び
停止車両の横を通過したとしても、不要なＰＣＳが実施されること、すなわち、ＰＣＳを
実施させるための車両制御を抑制することができる。
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【００５９】
　一方、反射波に基づき、不作動領域Ｆ１以外の領域において、物標Ｏｂが検出された場
合、衝突判定が行われる。このため、例えば、隣接車線から自車線に物標Ｏｂが旋回して
移動するような場合等においては、衝突判定が実行され、必要なＰＣＳを実施することが
できる。
【００６０】
　レーダセンサ３１は、自車両ＣＳの後方において、少なくとも自車線及び自車線に隣接
する隣接車線に存在する物標Ｏｂの位置Ｐｒを検知する検知範囲を有する。このため、ド
ライバの死角が多い自車両ＣＳの後方であっても、広範囲にわたって物標Ｏｂが検知され
る。したがって、例えば、駐車場などにおいて自車両ＣＳを後退させる場合において、ド
ライバの死角において物標Ｏｂが存在したとしても、効果的に衝突を回避又は抑制するこ
とができる。
【００６１】
　その反面、このようにレーダセンサ３１の検知角を広くすると、狭い場合（例えば、自
車線のみを検知範囲とする場合）と比較して誤検知が生じる可能性が増える。例えば、路
側帯にて停止している停止車両ＴＳと、路側帯に隣接する車線を直進し、当該停止車両Ｔ
Ｓの横を通過する走行車両としての物標Ｏｂとの間で、誤検知する可能性が増える。また
、例えば、自車線において後方の車両と、隣接車線を通過する物標Ｏｂとの間で誤検知す
る可能性が増える。しかしながら、運転支援ＥＣＵ２０は、物標Ｏｂを基準としてＸ軸方
向における所定の範囲において不作動領域Ｆ１を設定するため、このようにレーダセンサ
３１の検知角を広くしても、不要なＰＣＳが実施させることを抑制することができる。
【００６２】
　隣接車線において物標Ｏｂを検知した場合、その後に、当該物標Ｏｂを基準としてＸ軸
方向において車線幅に相当する範囲内で物標Ｏｂが検出されれば、不要な反射波に基づく
可能性が高い。その一方、物標Ｏｂが自車両ＣＳの後方に進入するように旋回している可
能性が低い（物標Ｏｂが車線内で直進している可能性が高い）。なぜならば、隣接車線に
おいて物標Ｏｂを検知した場合、物標Ｏｂが自車両ＣＳの後方に進入するのであれば、Ｘ
軸方向において車線幅に相当する範囲外において検出されると考えられるからである。そ
こで、領域設定部２７は、車幅方向（Ｘ軸方向）において、物標Ｏｂを基準として少なく
とも車線の幅よりも広い範囲を不作動領域Ｆ１として設定した。これにより、不要なＰＣ
Ｓが実施される可能性が高い領域を不作動領域Ｆ１とすることができ、不要なＰＣＳの実
施を抑制することができる。
【００６３】
　自車両ＣＳから遠ざかる範囲に物標Ｏｂが移動したとしても衝突すると判定されない。
つまり、自車両ＣＳから遠ざかる範囲において物標Ｏｂが誤検出されても、衝突すると判
定されないので、ＰＣＳも当然行われない。そこで、運転支援ＥＣＵ２０は、物標Ｏｂに
対して自車両ＣＳ側に不作動領域Ｆ１を設定することとした。これにより、不作動領域Ｆ
１を適切に設定することができるとともに、処理負担を少なくすることができる。
【００６４】
　（他の実施形態）
　本発明は、上記実施形態に限定されず、例えば以下のように実施してもよい。なお、以
下では、各実施形態で互いに同一又は均等である部分には同一符号を付しており、同一符
号の部分についてはその説明を援用する。
【００６５】
　・物標Ｏｂが走行車両である場合、誤った反射波（不要波）の影響を受ける可能性が高
い。そこで、領域設定部２７は、物標Ｏｂが走行車両であると判定した場合、不作動領域
Ｆ１を設定してもよい。これにより、不要波による影響を受ける可能性が低い場合であっ
ても、不作動領域Ｆ１が設定されることを抑制できる。なお、車両であるか否かは、例え
ば、物標Ｏｂの幅や、反射波の強度、相対速度などレーダ検知情報に基づき、判定すれば
よい。また、カメラなどの撮影装置を設けて、撮影画像に基づき、例えばパターンマッチ
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ングを行うことにより、車両か否かを判定してもよい。
【００６６】
　・自車両ＣＳの前方における物標Ｏｂに対してＰＣＳを実施するために、ＰＣＳＳ１０
０を採用してもよい。
【００６７】
　・領域設定部２７は、物標Ｏｂの進路が推定された場合に、不作動領域Ｆ１を設定して
もよい。この場合、履歴情報に含まれる物標Ｏｂの位置Ｐｒを基準として、不作動領域Ｆ
１を設定してもよい。例えば、履歴情報に含まれる最新の物標Ｏｂの位置Ｐｒを基準とし
て、不作動領域Ｆ１を設定してもよいし、最初の位置Ｐｒを基準として、設定してもよい
。また、複数の位置Ｐｒを平均して、Ｘ軸方向における基準位置を算出し、不作動領域Ｆ
１を設定してもよい。
【００６８】
　・領域設定部２７は、物標Ｏｂが自車両ＣＳの側方（例えば、隣接車線）を直進してい
ると判定した場合に、不作動領域Ｆ１を設定してもよい。具体的には、Ｘ軸方向における
自車両ＣＳと物標Ｏｂとの距離が、所定距離以上である場合であって、推定された物標Ｏ
ｂの進路と自車両ＣＳの進路が交わらない場合に、不作動領域Ｆ１を設定してもよい。所
定距離は、車幅や車線の幅を考慮して設定され、例えば、１．５ｍとしてもよい。
【００６９】
　また、例えば、物標Ｏｂの位置Ｐｒを所定周期ごとにサンプリングし、サンプリングさ
れたすべての位置Ｐｒに対して、所定範囲内に存在する位置Ｐｒの割合が、所定割合以上
である場合、不作動領域Ｆ１を設定してもよい。具体的には、最初に検出された物標Ｏｂ
を基準として、Ｙ軸方向において４ｍの範囲内であって、基準とする物標Ｏｂの前方（自
車両ＣＳ側）における所定角（例えば、２０度）の範囲内にすべての位置Ｐｒのうち、９
割以上物標Ｏｂの位置Ｐｒが検出された場合、不作動領域Ｆ１を設定してもよい。これに
より、不要なＰＣＳ（車両制御）を抑制する一方、物標Ｏｂが旋回など、進路を変更した
場合に、必要なＰＣＳを実施することができる。
【００７０】
　・領域設定部２７は、自車両ＣＳの後方において、自車両ＣＳの側方を直進する物標Ｏ
ｂが検出された場合であって、自車両ＣＳの真後ろに停止車両が存在する場合に不作動領
域Ｆ１を設定してもよい。自車両ＣＳの真後ろに停止車両が存在する場合とは、例えば、
レーダ検知情報に基づき、Ｘ軸方向において自車両ＣＳの車幅内に存在し、かつ、Ｙ軸方
向における距離が所定距離の範囲内に物標Ｏｂとは異なる停止車両（物標）を検出した場
合のことである。これにより、不要なＰＣＳが実施される可能性が高い場合に、不作動領
域Ｆ１を設定することができ、不要なＰＣＳを抑制することができる。
【００７１】
　・領域設定部２７は、自車線上に、物標Ｏｂを検出した場合、不作動領域Ｆ１を設定し
なくてもよい。
【００７２】
　・上記実施形態において、探査装置として、ミリ波レーダ装置を採用したが、音波を用
いて物体（物標）を探知及び測距するソナーを採用してもよい。
【００７３】
　・領域設定部２７は、Ｘ軸方向における自車両ＣＳと物標Ｏｂとの距離に応じて、不作
動領域Ｆ１として設定する範囲を変更してもよい。例えば、自車両ＣＳと物標Ｏｂとの距
離が大きい場合には、小さい場合と比較して、範囲を広くしてもよい。
【００７４】
　・上記実施形態では、衝突余裕時間に応じて、ＰＣＳを実施させたが、衝突するまでの
予測距離を算出し、予測距離に応じて、ＰＣＳを実施させてもよい。運転支援ＥＣＵ２０
は、推定された進路の交点を算出し、交点までの距離を算出することにより予測距離を算
出する。
【符号の説明】
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【００７５】
　２０…運転支援ＥＣＵ、２１…取得部、２２…物標情報検出部、２３…物標進路推定部
、２４…自車進路推定部、２５…衝突判定部、２６…車両制御部、２７…領域設定部、３
１…レーダセンサ、ＣＳ…自車両、Ｆ１…不作動領域、Ｏｂ…物標、Ｐｒ…位置。
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